
（社福）広島県リハビリテーション協会 相談支援事業所ときわ呉 

 

１ 基本情報 

  当事業所では，相談支援機能強化型体制（Ⅳ）をとっており，支援困難な方への積極 

的な対応ができるよう相談支援の質の向上に努めています。 

  また，要医療児者支援体制加算（Ⅰ）により医療的ケアが必要な方の相談体制を強化 

するとともに，主任相談支援専門員を配置して事業所の相談支援専門員従事者に対して

資質向上のための指導・助言を行い地域の相談支援の質の向上に努めています。 

 

２ 体制等に関する資格の取得状況 

（１）相談支援機能強化型体制（IV） 

   常勤相談支援専門員 2名配置し，うち 1名は相談支援業務に専従しています。 

また，非常勤専従の相談支援専門員 1名も在籍し，3名体制で相談支援業務を行って

おり，全員が現任研修を修了しています。 

   現任研修修了者  

 福光秀司   平成 30年 7月 5日研修修了 

土井光貴代  令和 4年 11月 9 日研修終了 

坂口葉子   令和 6年 10月 29 日研修修了 

 

（２）要医療児者支援体制加算（I） 

   医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者 

 坂口葉子  令和 4年 12月 16 日研修修了 

 

（３）主任相談支援専門員配置加算（II） 

   常勤かつ専従の主任相談支援専門員を 1名配置しています。 

   主任相談支援専門員養成研修修了者   

福光秀司  令和 5年 1月 25 日研修修了 


